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船舶事故調査報告書 

 

平成３０年１１月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

            委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年１２月１８日 １２時１０分ごろ 

発生場所 愛媛県今治
いまばり

市四
し

阪
さか

島北方沖 

 六ツ瀬灯標から真方位１１８°３.３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°１０.１′ 東経１３３°１１.３′） 

事故の概要 ケミカルタンカーKEOYOUNG
キ ョ ー ヤ ン

 DREAM
ド リ ー ム

 1 は、北東進中、また、漁船利
とし

丸

は、えい
．．

網しながら南西進中、両船が衝突した。 

利丸は、船長が負傷し、バルバスバウの切損等を生じ、また、

KEOYOUNG DREAM 1 は、右舷中央部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 平成２９年１２月２１日、主管調査官（広島事務所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ ケミカルタンカー KEOYOUNG DREAM 1（パナマ共和国籍）、２,８

２３トン 

９７６４１９２（ＩＭＯ番号）、KY MARITIME S.A 

８９.９６ｍ×１４.４０ｍ×７.５０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、２,４２７ｋＷ、２０１６年６月３０日 

Ｂ 漁船 利丸、４.８トン 

   ＥＨ３－３３６０２（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.５８ｍ（Lr）×２.８５ｍ×０.８６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１５、平成元年９月２１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍） 男性 ６２歳 

 一級航海士免状（大韓民国発給）締約国資格受有者承認証 船

長（パナマ共和国発給） 

航海士Ａ（フィリピン共和国籍） 男性 ４９歳 

二級航海士免状（フィリピン共和国発給）締約国資格受有者承

認証 二等航海士（パナマ共和国発給） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６５歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  昭和５０年２月１７日 

    免許証交付日 平成２６年３月３日 

           （平成３１年７月２２日まで有効） 



- 2 - 

 死傷者等 重傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷中央部外板に擦過傷 

Ｂ バルバスバウに切損、左舷船首部かんぬきに折損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期、潮流 微弱な北西流（約

０.３ノット（kn）） 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１１人（大韓民国籍３人、フィリ

ピン共和国籍１人、インドネシア共和国籍６人、中華人民共和国籍１

人）が乗り組み、エタノール約３,２６０ｔを積載し、平成２９年１

２月１７日１６時００分ごろ阪神港堺泉北区に向け、大韓民国蔚山
ウルサン

港

を出港した。 

Ａ船は、航海士Ａが、甲板手１人と共に昇橋し、１８日１１時４５

分ごろ前直者から船橋当直を引き継ぎ、甲板手を操舵につかせ、船橋

左舷側のレーダー（以下「本件レーダー」という。）を３Ｍレンジ、

右舷側のレーダーを６Ｍレンジで、いずれもコースアップ表示として

オフセンターとし、備後
び ん ご

灘を約１３kn の速力（対地速力、以下同

じ。）で手動操舵により北東進していた。 

航海士Ａは、方位０５６°（真方位、以下同じ。）の備後灘推薦航

路線の南側を同航路線に沿って航行中、船首方約１,０００ｍの同速

力の同航船（以下「第三船」という。）により、船首方の見通しが悪

いので、針路を０６３°としていたが、第三船右舷側との距離が開

き、針路を０５６°としたところ、本件レーダーで船首方約３Ｍに反

航するＢ船を探知した。 

航海士Ａは、本件レーダー画面上でＢ船がＡ船の右舷方約０.３Ｍ

の距離を隔てて通過する状況に見えたので、Ｂ船を確認するため船橋

前部に移動し、目視によりＢ船が漁船であることを認めた。 

航海士Ａは、Ａ船では、自船の船位を１０分間隔で計測することと

されていたので、１２時００分ごろ船橋後部にある海図机に移動して

船位を海図に記入したのち、本件レーダーの前に戻った。 

航海士Ａは、Ｂ船が左舷船首方約１Ｍとなったとき、甲板手に針路

を０５３°とするよう指示し、Ｂ船の右舷方を安全に通過できると思

ったので、再び海図机に移動し海図を見ていた。 

Ａ船は、航海士Ａが、本件レーダーの前に戻ると、１２時０９分ご

ろＢ船が左舷船首至近に接近しているのを認めて衝突の危険を感じ、

左舵１０°に続いて２０°としたが、１２時１０分ごろその右舷中央

部とＢ船の船首部とが衝突した。 

船長Ａは、自室において休息中異変を感じて、昇橋し、航海士Ａか

ら状況を聞いてＢ船との衝突を知り、減速して船橋右舷側のウイング

に出て周囲の状況を確認した。 

航海士Ａは、ＶＨＦ無線電話（以下「ＶＨＦ」という。）で海上保



- 3 - 

安庁から呼出しを受け、本事故の発生を通報した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、こぎ
．．

網漁を行う目的で、０５時

ごろ、備後灘航路第２号灯浮標（以下「２号灯浮標」という。）付近

の漁場に向け、今治市宮窪
みやくぼ

漁港を出港した。 

船長Ｂは、０６時ごろ、２号灯浮標北東方沖に至ったところで、こ
．

ぎ
．
網漁を開始し、南西進と北東進を繰り返した。 

Ｂ船は、２号灯浮標北東方至近で北東進中、船長Ｂがえい
．．

網を終え

て、後部甲板において揚網を行い、操舵室に移動してＧＰＳプロッタ

ーの航跡を参考に手動操舵により備後灘推薦航路線の南側で約４kn の

速力としたあと、後部甲板に移動し、投網しながら南西進した。 

船長Ｂは、第三船がＢ船の右舷方を通過したことを認め、漁獲物の

整理作業を続けていたところ、衝撃を受け、操舵室後部の囲壁外側に

あるこぎ
．．

網用ウインチのブレーキに背中を強打した。 

船長Ｂは、船首方に青い船腹を見てＡ船と衝突したことを知り、主

機を中立運転としてこぎ
．．

網を揚網した。 

 船長Ｂは、救助に来た巡視艇で今治市今治港に移送された後、待機

していた救急車により病院に搬送され、肋
ろっ

骨及び尾てい骨骨折等で１

か月程度の加療見込みと診断を受けた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付図２ 事故発生経過概略図（拡大

１）、付図３ 事故発生経過概略図（拡大２）、付表１ Ａ船のＡＩ

Ｓ記録（抜粋）、写真１ Ａ船の損傷状況、写真２ Ｂ船の損傷状

況 参照） 

その他の事項  航海士Ａは、平成２２年に航海士となり、Ａ船には平成２９年３月

１６日から乗船し、本事故当時の航路については約２０回以上の航行

経験があったが、推薦航路が示された海域では、この海域に十分に慣

れていないと感じていたので頻繁に海図机に移動し、船位と航路を確

認していた。 

 航海士Ａは、Ｂ船を左舷船首至近に見たとき、Ｂ船が操業中であ

り、Ｂ船の船首方を通過しようと左舵を取ったと本事故後に思った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、本事故時、南西進の進路とする際、ＧＰＳプロ

ッターの進路が２３５°となるよう船首をやや左に向けて航行してい

た。 

船長Ｂは、右転して南西進を始め、船首方にＡ船を認めた際、Ａ船

までの距離が十分にあるので航行に支障がないと思い、後部甲板で漁

獲物の整理をしながら航行を続けた。 

Ｂ船のこぎ
．．

網漁は、長さ約３ｍの網を張った幅約２.８ｍの鉄製け
．

た
．
を長さ約２８０ｍの鋼索で引く漁で、約４kn の速力で投網し、投網

に約３分、えい
．．

網に約３０分、揚網に約５分を要した。 

Ｂ船は、操舵室からの見通しは良く死角はなかった。 

 船長Ｂは、漁の作業がしづらいとの理由で救命胴衣は着用していな



- 4 - 

かった。 

分析  

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

 

 

  

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、四阪島北方沖において、北東進中、航海士Ａが、Ｂ船を左

舷船首方約１Ｍに見たとき、Ｂ船の右舷方を安全に通過できると思

い、船橋後部の海図机で海図を見ていて、見張りを適切に行っていな

かったことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

航海士Ａは、左舵を取るよう指示したので、Ｂ船の右舷方を安全に

通過できると思ったものと考えられる。 

 Ｂ船は、四阪島北方沖において、南西進中、船長Ｂが、船首方にＡ

船を目視により認めた際、Ａ船までの距離が十分にあるので、航行に

支障がないと思い、後部甲板で漁獲物の整理作業を行っていて、見張

りを行っていなかったことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、四阪島北方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が南西進

中、航海士Ａが、Ｂ船の右舷方を安全に通過できると思い、船橋後部

の海図机において海図を見ていて、見張りを適切に行っておらず、ま

た、船長Ｂが、船首方にＡ船を目視により認めた際、航行に支障がな

いと思い、後部甲板で漁獲物の整理作業を行っていて、見張りを行っ

ていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・自船に接近する操業中の漁船を認めた場合、動静をよく見極めて

安全な距離を保つために必要な動作をとり、無事に通過するまで

漁船の動静を監視すること。 

 ・操業中は、自船の航行に支障となる船舶はいないと思い込まず、

漁獲物の整理作業等に没頭せず、常時適切な見張りを行うこと。 

 ・小型船舶に乗り組む場合は、救命胴衣等を着用すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２９年１２月１８日 

１２時１０分ごろ発生） 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

  ※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方位 

は真方位である。 

時 刻 

(時:分:秒) 

船位※ 対地針路※ 

 

（゜） 

船首方位※ 

 

（゜） 

対地速力

（kn） 北 緯 

(°-′-″) 

東 経 

(°-′-″) 

11:52:59 34-08-08.9 133-07-42.6 63.1 63 13.0 

11:53:59 34-08-14.8 133-07-56.9 62.8 63 13.0 

11:54:59 34-08-21.2 133-08-10.5 58.2 57 12.9 

11:55:59 34-08-28.2 133-08-23.6 55.7 55 12.9 

11:56:59 34-08-35.9 133-08-36.4 54.5 55 12.9 

11:57:59 34-08-43.3 133-08-49.3 55.8 56 12.9 

11:58:59 34-08-50.1 133-09-02.2 55.5 57 12.9 

11:59:49 34-08-56.0 133-09-12.9 57.8 58 12.9 

12:00:59 34-09-04.7 133-09-28.5 57.3 58 12.9 

12:01:48 34-09-10.3 133-09-38.9 57.2 58 12.9 

12:02:59 34-09-18.6 133-09-54.9 58.2 59 12.8 

12:03:59 34-09-24.8 133-10-08.0 58.6 59 12.7 

12:04:59 34-09-31.7 133-10-21.2 59.7 60 12.6 

12:05:39 34-09-36.0 133-10-29.8 59.9 59 12.6 

12:05:59 34-09-38.1 133-10-34.4 60.0 59 12.7 

12:06:19 34-09-40.1 133-10-38.6 60.4 59 12.6 

12:07:15 34-09-45.9 133-10-51.1 58.7 55 12.6 

12:07:48 34-09-49.7 133-10-58.0 55.3 53 12.5 

12:08:10 34-09-52.4 133-11-02.6 54.7 52 12.5 

12:08:39 34-09-56.0 133-11-8.4 52 50 12.5 

12:08:59 34-09-59.0 133-11-12.3 50.4 46 12.4 

12:09:21 34-10-01.8 133-11-16.1 40.8 21 11.3 

12:09:42 34-10-05.1 133-11-17.5 355.8 347 9.4 

12:10:02 34-10-08.2 133-11-16.6 344.3 349 9.8 

12:11:09 34-10-18.2 133-11-19.9 55.4 59 9.8 

12:12:16 34-10-22.6 133-11-32.1 74.6 74 9.8 
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                写真１ Ａ船の損傷状況 

 

 

 

写真２ Ｂ船の損傷状況 

 

 

                 


